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第１１回　足立区居住支援協議会　次第

日時：令和７年９月３日（水）午後２時００分～
場所：足立区役所南館４Ｆ　作業室

開　　会

１　委員委嘱

　２　出席者紹介

　３　会長挨拶

４　議　　事
（１）　あだちお部屋さがしサポート事業の実績および進捗   （資料３－１～３）
  （２）　令和７年度の取組等について　　　　　　　　           （資料４～１１）
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③　住宅セーフティネット法専用住宅への家賃低廉化補助の３年ごとの審査について
④　居住サポート住宅認定事務について
⑤　足立区居住支援協議会の作業部会について

⑥　生活保護受給者のお部屋さがしサポートについて

⑦　独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）の事業説明について

⑧　第１回足立区住宅政策審議会開催について

５　事務連絡
足立区居住支援協議会設置要綱の改正

閉　　会

配布資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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資料８：居住サポート住宅関連資料

資料９：足立区居住支援協議会の作業部会に関する資料

資料１０：「生活保護受給者のお部屋さがしサポート事業」の変更点について
資料１１：独立行政法人都市再生機構のご紹介
資料１２：足立区居住支援協議会設置要綱（改正：令和７年１０月施行）

参考資料１：足立区居住支援協議会設置要綱
参考資料２：第１０回足立区居住支援協議会議事録
第１１回足立区居住支援協議会議事録
[事務局] 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、始めさせていただきます。本日はお忙しい中、第１１回足立区居住支援協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。私、本日司会を務めます住宅課長の岩本と申します。よろしくお願いいたします。着座にて進めさせていただきます。
それでは、次第の１にございます委員の委嘱をさせていただきます。改めて、委嘱させていただく委員の皆様に、委嘱状を机上にて交付させていただきました。今後とも区の居住支援の取り組みにつきましてご意見いただきますようお願いを申し上げます。
続きまして、次第の２、出席者のご紹介をいたします。
足立区居住支援協議会会長　酒井雅男様。
副会長、白川泰之様。
足立区介護サービス事業者連絡協議会訪問介護部会顧問、小川勉様。
東京都宅地建物取引業協会第三ブロック足立区支部幹事、青田明子様ですが、所用によりご欠席となります。
令和７年５月２３日付で委員に委嘱いたしました、全日本不動産協会東京都本部城東第一支部支部長、鮎川博司様。
足立区民生・児童委員協議会第７合同花畑地区会長、鈴木由美子様。
足立区基幹地域包括センター課長、山本武史様ですが、所用によりご欠席となります。
本日付で委員に委嘱いたしました、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京北エリア経営部企画課課長、寺島宗利様。
[寺島委員] 本日から委嘱させていただきます、寺島と申します。本日、議事の７番で当社の事業説明もさせていただきます。よろしくお願いします。
[事務局] 続きまして、区職員の委員を紹介します。
工藤副区長はまだ到着席しておりません。

伊東福祉部長です。
真鍋都市建設部長です。
半貫高齢者施策推進室長です。
田中建築室長です。
また、本日は福祉まるごと相談課から大北課長、川津係長です。生活支援推進課から小林係長です。区職員は８名となります。
続きまして、酒井会長よりご挨拶をいただければと思います。酒井会長、よろしくお願いします。
[酒井会長] はい、皆様、こんにちは。本日は第１１回ということですが、新たな委員を迎え、線状降水帯が近づいているようですが、議事の多い中、円滑に皆様の活発なご意見をいただくことを方針にして進めてまいりたいと思います。
[事務局] 会長、ありがとうございました。それでは、これより第１１回居住支援協議会の議事に移らせていただきます。ここからの議事進行につきましては、酒井会長にお願いいたします。
[酒井会長] はい。マイクがありませんので、この会議室で活発なご意見をいただければと思います。それでは、居住支援協議会の議事を進めてまいりたいと思います。まず始めに、事務局の方から本日の資料と議事についてのご説明をしていただければと思います。
[事務局] はい。皆様にお配りしております資料と議事の確認をさせていただきます。お手元の配布資料の上から順にご説明をさせていただきます。まず、第１１回足立区居住支援協議会次第。その次に資料１、足立区居住支援協議会名簿。資料２、座席表。資料３の１から３、あだちお部屋さがしサポート事業の実績及び進捗。資料４、令和７年度の取り組み等について。資料５、東京都居住支援法人一覧。資料６、東京都住宅供給公社の住戸を利用した家賃低廉化事業。資料７、家賃低廉化補助事業継続必要性の審査対象者一覧。資料８、居住サポート住宅関連資料。資料９、足立区居住支援協議会の作業部会に関する資料。資料１０、「生活保護受給者のお部屋さがしサポート事業」の変更点について。資料１１、独立行政法人都市再生機構のご紹介。資料１２、足立区居住支援協議会設置要綱（改正：令和７年１０月施行）。そのほか、参考資料としまして、足立区居住支援協議会設置要綱と第１０回足立区居住支援協議会議事録。以上が本日の資料でございます。不足している資料がございましたら、事務局にお知らせください。よろしいでしょうか。
それでは、本日の議事ですが、２件ございます。議事１、あだちお部屋さがしサポート事業の実績及び進捗。それから議事２が、令和７年度の取組等について、こちらは次第にもございますが、①から⑧になります。以上となります。
協議会の情報公開についてでございます。本協議会は公開を原則としております。このため、会議記録につきましては区のホームページで公開させていただきます。また、会議記録作成のため録音させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いします。事務局からは以上でございます。
[酒井会長] はい、ありがとうございました。先ほどもありましたが、議事に入る前に、委員の出席状況について、事務局から報告をお願いしたいと思います。
[事務局] はい、事務局です。この会議は足立区居住支援協議会設置要綱第６条第２項により、委員の過半数の出席により成立いたします。本日は定数１３名のところ、現在１０名のご出席をいただいております。過半数のご出席をいただいておりますので、協議会が有効に成立することを報告申し上げます。
[酒井会長] はい、ありがとうございます。それでは、議事に入っていきたいと思います。まず議事の１の説明を事務局からお願いします。
[事務局] はい、住宅課の須藤です。９月に入ってまだ厳しい暑さ続いておりますが、本日はお越しいただきありがとうございます。本協議会は第１１回で、前回３月に開催しております。３月２１日で、そこから約５か月間ほどの間ということで、例年２月にやって１０月に開催しているのですが、今回は非常に短いスパンでの開催となっております。議事があるかなと心配もしたのですが、お手元の資料通り、たくさんの議事となっておりますので、前半が事業等の報告となっております。後半に関しましては、新たな取り組みや本日ご参加いただいているＵＲさんの紹介などございますので、長時間になりますけれども、お付き合いのほどよろしくお願いします。また、気になった箇所やご質問など、忌憚のないご意見いただければと思いますのでよろしくお願いします。
それでは議事１の説明をさせていただきますので、着座にて失礼いたします。まず、お部屋さがしサポート事業の実績と進捗です。こちらは令和６年度の実績報告となっております。相談件数が３５３件。お手元の資料上の方に書いてあります。３５３件です。こちらはいつも通り、窓口と電話の相談件数となっております。例年大体３５０件ほどですが、６年度も同様です。そのうちのお部屋紹介件数が、下の②ですが、２６件となっております。成約としましては、年度内の相談と成約が１４件。また、令和５年度、１つ前ですね。令和５年度の個別相談で、翌令和６年度の成約が１件ございましたので、合計すると１５件となっております。相談件数としては、前年度３５５件でしたので、ほぼ同じとなっております。成約紹介もほぼ同じような状況です。
次に①の個別寄り添い紹介に繋がらなかったケースの対応一覧です。一番上に挙げた部分としては、緊急連絡先がいないなど必要条件が整わないので紹介が、不動産屋さん、不動産協会さんで難しいという方がいました。そういった方に関しては、社会福祉協議会で新たに始まったおひとりさま死後事務支援事業、前回委員会でもそういう話がありましたが、そういったものや居住支援法人などに案内をして、緊急連絡先になっていただくようお願いをしております。件数としては２７件でした。その下です。区の所管に繋いだり、制度を紹介したという方が４５件います。これ具体的に何かと言いますと、お金が払えない、要するに家賃が払えないから引っ越しをしたいということが多かったり、少しでも家賃を下げたいということで、きっとそれはもう生活保護の話だよね、というところで福祉事務所を紹介したり、あとは職探しなど必要な方に対して、福祉まるごと相談課さんだったり、福祉部署に紹介・案内するという対応をしております。その下です。相談者の生活状況を踏まえて、再考を促したり、公営住宅、その他転居に関するアドバイス等、１５０件させていただいています。
最後に一番下です。お部屋さがし事業、事業説明ですね。窓口に来て、なんとなく部屋を紹介してくれるんじゃないかという、軽いと言っては失礼かもしれませんが、あまり深く考えずに相談に来た方が１０６件程度ございます。続いて、②③の内訳になります。お部屋紹介の約９割強は高齢者となっております。成約の方もほぼ高齢者になっています。未成約ですが、一番下の緑色の箇所です。全部で１２件ありますが、そのうち８件はいろんな事情でキャンセルになりました。うち４件は令和７年３月時点で、お部屋探しを継続中という状況になっております。続いてよろしいですか。では進ませていただきます。
資料３－２になります。一応いつものグラフですが、令和６年度の３５３件のカテゴリー別の内訳となっております。大きく変化はないのですが、少し変わったところを紹介させていただきます。令和５年度から変わった点として、まず左側の一番下、要配慮者区分です。こちらの障がい者、令和６年１６．１％となっておりますが、令和５年度、約２年前は９．７％でした。５．５％から６％くらい上がっています。ひとり親世帯が、令和５年度は３．９％から今度は６．８％に増加しています。それ以外は高齢者など、低所得層はそれほど変わらない、これ延べ人数なので、トータルではないので。というのが特徴としてあげられます。その右側です。右上に転居理由として大きな変化はないのですが、窓口に来られる方で離婚を前提に部屋を借りたいという方が非常に多く見受けられます。まだ離婚はしていないけど離婚をしたいから部屋を貸してほしい、特に若い方もそうですが、高齢者ですね。奥さんと喧嘩して出たいみたいな話だったりとか、そういうのが多いなと肌感覚で思うことはあるのですが、特に数字は抑えていないのでそう思います。その下です。何の紹介かというところで、福祉まるごと相談課、令和５年度は３％、今回は５．７％と、今までは直接窓口に来られた方が多いのですが、まるごとさんの所管担当の方から電話で話が来たりとか、本人がまるごとさんに相談をしたらまるごとさんからこちらに電話してもらったりという、いわゆる横連携というものが少しずつ数字でも見えてきたなと思っております。その下です。相談者年齢別割合です。こちらもですね、５０代、実は５０代は令和５年度が７．３％だったのが１０．２％に増えているんですね。特にその内訳というか相談内容を少しほぐしてみると、いわゆる精神障がい者の方が多くなっています。５０代の方で精神障がいの方で部屋探しに困っているというのがここ最近の傾向かなと思っております。その他のグラフでは全体的に微増微減しておりますが、大きな変化はありませんでした。では続きまして、資料３の３の方も説明させていただきます。鈴木よりご説明いたします。
［事務局］着座にて失礼いたします。資料３－３、令和７年度４月から７月までで、窓口やお電話でご相談いただいた１０５件のうち、個別寄り添い住宅相談、お部屋紹介に進んだのは７件でした。相談数は多いのですが、低所得や滞納など、お部屋紹介に進むのが難しい方が多くを占めています。お部屋紹介に進んだ方につきまして、上から順にご説明をさせていただきます。まず１番、６０代の兄弟で自宅を売却し、経済的には大丈夫だったのですが、高齢で断られたということで、今後も考えて民間のアパート等ではなく、サービス付き高齢者向け住宅が良いなということで、ご自身で決めました。２番、ＵＲに住んでいた単身高齢の男性ですが、十分な預金はあるのですが、無職になって収入がなくなってしまったので、賃料を下げたいということでした。その時点では安いＵＲがなかったのですが、その後低賃料のＵＲに住み替えることができました。３番、取壊しで退去期限が迫っていた単身高齢男性ですが、もう期限が迫っているということで、１か月で成約に至りました。４番、内縁の夫が死亡し、都営住宅を退去しなくてはならなくなった低所得の女性ですが、退去の期限はいつまでと定められているわけではないので、条件に合う物件を引き続き探しているところです。５番、母の介護のために離職し、収入は子供の手当のみでパニック障害になり、また猫を２匹飼っているという、非常に厳しい条件の方でしたが、結局ご自身で条件に合う物件を見つけ、キャンセルとなりました。６番、生活保護受給となった単身高齢女性です。もう８０代半ばの女性ですが、住宅扶助費内の賃料のところに越す必要があるのですが、間取りや築年数などにこだわりが強く、提案された物件も断ってしまったということで、不動産協会からの担当者が引き続き物件を探しています。７番の単身高齢男性は、後見人からのご相談でした。介護４でしたが、ほぼ毎日介護サービスを利用して、お部屋探しにはケアマネジャーも同行しました。収入も低めで保証会社の審査になかなか通りませんでしたが、ようやく１社通り契約することができました。ということで、令和７年度の相談者で現在対応が続いているのは４番と６番の２件となります。以上です。
[事務局] はい、議事１は以上になります。
[酒井会長] はい、ありがとうございました。これ前と同じようにですね、この３枚の間で詳細な資料というものをつけていただきました。これを前提に皆様のご意見を伺っていきたいと思います。発言にあたりましては、その都度、所属名もしくは氏名を名乗られてお願いしたいと思います。それでは、今の資料３の１から３についての説明についてご質問等ございますでしょうか。
[伊東委員] 福祉部長の伊東です。ご説明ありがとうございます。１点教えてください。資料３の２のところで、右下の相談者の年齢別割合というところで、５０代の方が昨年度に比べて増えているという話がありました。精神障がい者の方が増えているという話だと思うのですが、精神障がい者の方がここで急に増えて、区内に増えたわけではないと思うんですよ。これって何か別の背景があったりするのでしょうか。例えば、元々ご両親と住んでいたが両親が先に亡くなって一人残されて、家、困っちゃいました、みたいな事情なのか。そういうところ、何か別の事案があるのか、そのあたり教えていただきたいと思います。
[事務局] はい、事務局です。伊東委員のおっしゃる通りで、いきなり精神障がいの方が増えたというわけではないのですが、これを見ていく中では、元々やはりそういううつ病だったり統合失調症を患っていたっていうのはあるのですが、どこかしらに居住されていた。一例を挙げると、離婚、精神障がいで病院には通っていて、職場のトラブルなどで退職になってしまった。で、家賃が払えなくなったという方もいらっしゃいます。もう一例だと、離婚ですね。離婚を機に家を売却しなきゃいけなくなった。でも精神障がいを抱えていてその方は仕事ができない。かつ部屋を借りるにもやはり精神障がいというところで、なかなか不動産屋が貸してくれない。こういう内容が多々あります。あとは、病院に入院していたけれども、福祉の皆さんもいらっしゃるかもしれませんが、最近厚生労働省の方は地域移行というものを進めていらっしゃる。比較的軽い精神障がい者の方をできるだけ地域に移行して住ませましょうという方向でやっているみたいなのですが、現実はなかなか難しいというのがもう現れているのかなと、この相談内容から感じます。
[伊東委員] わかりました。ありがとうございます。あの、最初に聞いた時に８０５０の感じがあって苦しいのかなと思ったんですけど、それは離婚したとかって予兆がなかなか行政の方は多分つかめないっていうことなんですね。介入できない、事前に介入というのはなかなかちょっと難しいケースもあるんだなと今聞いておりました。ありがとうございます。
[酒井会長] 今の統計資料についてお話し伺って思ったのは、相談数が３５３件の数で、相談した年齢別割合で５０代１０％という風になって、大体実数的に３５、６という数になるわけですよね。それで、突然５０代が増えたということ。また障害者１６．１％が増えたというのは、伊東委員のお話の通り、突然そういう方が増えるということはまずないと思いますから、そういう事態の方々は、そうするとやはりこのあだちお部屋さがしサポート事業の相談の窓口の広報機能とでも言いますか、相談事業が一定の効果を発揮し出したのかなという風には見えるんですけども、このあたり事務局、私の話したような側面というのはありますでしょうかね。
[事務局] 会長おっしゃる通り、いろんな方々のご意見を聞く受け皿と言っていいのかわかりませんが、窓口としては機能しています。元々は高齢者を中心にほとんどやっていましたけれども、最近そういう障がいの方だったりとかひとり親世帯だったりという相談が増えているので、まず相談したいという方の受け皿として機能しているのかなとは思っています。ただ一方で、やはりその方々のお話を聞いた上で、じゃあ何ができるのかというところになると思います。障がい者の方の部屋探しというのは、高齢者以上に私たちは難しいというふうに感じております。そのあたりは、住宅課だけではできない問題でありますので、福祉部とか、外部の団体さんのご協力などをいただきながら、そういう次の一手を模索している状況です。歯がゆい感じですね。
[酒井会長] 資料３の１を見るとですね、個別寄り添いに繋げられたかどうかという点が、この事業のかなり大きな分岐点、区別になっているんですけども、相談の中で、個別寄り添いに繋がらなかった３２８件のご説明を聞くと、その案件ごとにおいては、そういう対応がこのご相談内容に対するある意味結論であったり、ものであるかと思います。ですから、個別寄り添い紹介に繋がることが当然望ましいとしても、それに至る前に解決していってるという点は、相談内容自体の最後までの分析をしてですね、成果としてちゃんと繋がっているというあたりが形に統計に残ると良いのかなというような気がしました。数だけ見るとですね、寄り添いに繋がる件数がやはり６％、７％という数ですから、機能していないように一瞬見えてしまうんですね。報告内容を見ると、それなりの実績があるということも確かだと思いますから、そこは統計の取り方について工夫していただけるとありがたいなと思いました。
[事務局] 分かりました。
[酒井会長] いかがでしょうかね。サポート事業の方の報告に関しては、続けていくということで、次の議事の方でまた検討することもあるかと思いますが、そのように思います。それでは、議事１についての意見は一旦止めまして、議事２の１の方の説明に入っていきたいと思います。事務局からお願いします。
[事務局] はい、事務局です。それでは、議事２の１の説明を続けてお話しさせていただきます。始めに資料４になります。こちらは、令和７年度の取り組み一覧を記載させていただいております。①から⑧ですね。次の資料５から順番にご報告させていただきます。
それでは、次のページをお願いします。次のページ、資料５ですね。こちら議事２の１になります。足立区に所在地を置く居住支援法人の指定についてのご紹介です。住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の円滑な入居促進を図るために、居住支援を行う団体として法人登録を東京都が認定登録をしております。ご存知の通り、足立区では白寿会という法人が１社ございます。２社目として、ヒルマンエステートさんが登録となりました。実はヒルマンさん、２年前から東京都の方に登録のお願いをして、私も一緒に同行してやってきたんですが、なかなか東京都のハードルも高く、難しいところがあったのですが、いろんなそのハードルをクリアしてやっと今年度登録までこぎつけたという経緯になっております。こちらの法人さん、お部屋探しサポート事業で、全宅、宅建さんのご協力いただいている法人さんとなっております。また、お部屋探しサポート事業が始まる前に、竹の塚を拠点として１０年以上前から、生活保護だったり、ひとり親、外国人などの住宅確保要配慮者を中心に居住支援を行っていた実績もございます。この後の資料でも詳細説明させていただきますが、居住サポート住宅というまた新たな取り組みが国の方から始まっております。その中でも居住支援法人の役割や重要性が非常に増してきておりますので、区としては今後、居住支援法人を増やして、登録をどんどんしていただいて増えていってですね、外部団体や関係者との協力連携を進めていきたいと思っています。そういった意味では、あだちお部屋探しさがしサポート事業と居住支援法人という２つの軸を元に、居住支援を進めていければと考えております。資料５については以上です。
[酒井会長] はい、ありがとうございます。それではこの資料５等について、ご意見いただければと思います。私からなんですけど、資料５のヒルマンエステートさんの支援業務の対象者というところを見ると、非常に多くのところに丸がついているんですけど、これはヒルマンエステートさんがこういう人を対象にしますよというだけなのか、実績としてこういう方たちが実績者として上がっているのかというのはどうなんでしょう。
[事務局] はい、事務局です。こちらの対象者に関しましては、ヒルマンさんが受け入れる方になっています。実績もあるのでしょうけども、基本的には受け入れる方なんで、全員受け入れますという。
[酒井会長] そうですね、拒ばまないという風に見えます。
[事務局] 法人さんによっては高齢者だけとかひとり親だけとか、結構まちまちというかバラバラなんですけど、ヒルマンさんは全部を受けるというふうに登録されてるみたいです。ただこれに関してまた変えられる、登録の内容変えられるみたいなので、まずはこれでやってみようかなという話はしていました。
[酒井会長] もう1つ、業務区域というのがありまして、足立区、葛飾区、荒川区、北区などと城北と言われるところだと思うんですけど、これはこの支援法人の指定にあたって、業務区域の限定というものがあるんですか。
[事務局] こちらはですね、法人さんがどこまで業務として携われるかというところの、いわゆる自己申請と聞いております。中にはもう２３区全体の方もいらっしゃいますし、白寿会なんかは足立区だけになっているかと思います。そういった意味でもどこまで手を広げられるのかというとこなので、これに登録したからといって新宿区千代田区やっちゃだめよとか、そういうことではない、縄張り的なものではないとは思うんですけども。やれる範囲、一つの目安と聞いてます。 
[酒井会長] はい、そういうような支援法人であるということを紹介しました。ありがとうございます。その点よろしいですかね。はい。それでは、次の議事の２の２についてご報告をお願いしたいと思います。
[事務局] はい、議事２の２ですね。説明させていただきます。議事２の２、こちら資料６になります。これはいつも毎年６月に入居募集をしている東京都住宅供給公社いわゆるＪＫＫと連携した取り組み結果についてのご説明になります。公社住宅を利用した家賃低廉化事業というもので、セーフティネット事業と呼んでいますが、今回４回目の公募になっております。６月に行いました。今回からひとり親世帯と児童養護施設退所者に加えて、大学生等を追加対象としています。また、募集の住戸ですが、前回と同様の興野、千住東町、青井５丁目。これに新たに西保木間、２ページ目ですね。西保木間が加わりました。全部で４棟計５戸の公募を６月にしました。
申し込みが興野と青井、１ページと２ページですね。次にひとり親世帯、千住東町に児童養護施設等退所世帯１件、計３件からの申し込みがありました。しかしながら、ひとり親の２世帯からは辞退の申し込みがありまして、結果、児童養護施設等退所者のみの入居となりました。その辞退の理由なんですが、興野に関しては、これは言われてしまうともうどうしようもないのですが、住宅が古いという、入居者からすると浴室の段差が気に入らなかったと、そういうことを聞いています。使いづらいということで。青井に関しては、まだこの青井、それほど古くない建物で、ＪＫＫ曰くプレミアム物件とおっしゃっていたんですが、駅からすごく近いし値段も通常の家賃だと７万円ですが３万６千円でも借りれるんですけども、この方は辞退の理由としては、生活保護を受給、申し込み後生活保護受給者になりました。セーフティネット住宅は生活保護受給者は対象外になっていますので、ご自身としては、後からね、バレてっていうのは変ですが、入居の基準に合わないのを騙して入るよりは、しっかりそこは言った方が良いと思ったのでしょうね。生活保護になったので辞退します、という風にご本人から辞退の申し出があったということになっています。青井の方に関しては、本当は、お父さんですかね、お父さんが子供を育てている状況の中で、なかなかその収入的なもの、いろんなもので大変な状況だったので、タイミング的には良いなと思って、ご本人もここに入りたいと言っていたんですが、結果生活保護者になったことでセーフティネットに繋がったので、よかったのかなとは思っています。１人児童養護施設等退所者の方は入っていますが、この方は葛飾の児童相談所からうちの方に問い合わせがあった方です。舎人の方で友達の家に転がり込んでいて、そこで居候みたいなかたちで住んでいたのですが、やはり家が必要というところで、児童養護施設等退所者っていうのは、過去に入っていれば対象になりますから、こう案内どう？という風に窓口来てお話をさせていただいたところ、本人もそこで入居したいということで、とんとん拍子に、児童相談所の職員が一緒についてやっていただいたのですが、入居したという流れになっています。
先ほどお話しさせていただいた大学生等追加対象です。今年から大学生の支援が区全体で始まっています。その中で、対象の問い合わせが１件あったと聞いております。この方は大学生と高校生ですかね、その２人が親元から離れて自分で自活したいということで問い合わせがあったのですが、最終的には申し込みまで至らなかったと聞いております。その事情は詳しく分からないのですが、引き続き親御さんと一緒に住んで暮らしていくということでした。
以上が今回の結果となっております。今年度は前回の反省も踏まえて、さらなる周知啓発として、ひとり親世帯、毎年６月に更新手続きをやっております親子支援課の方で、その際にうちの事業をですね、その各郵送物の中に同封させていただきまして郵送を行っております。そこまで周知啓発をしても、やはりなかなかこの申し込みが増えないということに関しても、大学生もしかりなんですが、周知という部分ではないのかなと所管としては思っています。来年度に向けて、この応募が少ない課題は一体どこなのか、そもそもニーズとしてどれだけあるのかというところを踏まえて、居住支援が連携している所管、また政策経営部との協議などを含めて予定していきたいと思っております。説明は以上です。 
[酒井会長] はい、ありがとうございます。この件はご意見等がありそうですので、いかがでしょうか。
[工藤委員] 副区長の工藤です。募集時期なんですけど、年１回この時期になっているんですよね。
[事務局] はい。
[工藤委員] これって例えば今度大学に入る人だとか考えた時に、ちょっと中途半端かなと思うんですが、この辺りってこう複数選択申し込みできるようなことができるのか、この時期じゃなきゃできないのか、その辺はどうですか。
[事務局] はい、事務局です。募集時期に関しては、ＪＫＫさんと実は何回も打ち合わせをしている中で、今の時期に決まったという経緯がございます。元々は、１２月募集１月入居という風にさせていただいたんですけども、それだと中途半端だよねというところになってます。ひとり親と児童養護施設等退所者というものから始まっているので、ひとり親が入居するタイミングって一番どこなんだろうね、という中で、８月入居が一番良いのではないか、要は子供が夏休みになる時期が良いのではないかというところで８月入居に設定しました。当初は３月の引っ越し、４月に向けていいんじゃないのと検討はしたんですが、これはＪＫＫ側の都合で、実は３月が一番部屋が難しい時期らしいんです。転居があるないみたいな話を含めて。ちょうどこう出入りが多い時期です。ＵＲさんもいらっしゃるんで多分その辺りはご存知かと思いますけども、やはりＪＫＫの部屋として空かない以上は、その５戸という誓約ができない。ＪＫＫさんも当然部屋を用意する上で、あまり空けたくないという事情もございますので、３月の退去が確定してそこから部屋の清掃などが入り、６月の募集の開始がタイムスケジュール的には一番ＪＫＫの都合が良い、入居者側というかもあくまで募集側の都合になってしまっているところはあるのですが、そのあたりでも工藤委員おっしゃる通り、まだ検討する余地はあるかなと事務局としても考えております。
[事務局] はい。時期を固定化によって周知を広めていくという考えも、当初はあったと思いますよね。ここ何回かこの時期にあえて同じ時期に行うことによって制度を普及させる。ただ、申し込みが実際少ない状況ですので、工藤委員のおっしゃる通り、ちょっと検討が必要かもしれません。確かに１月、３月入居とかって望ましいところもあるんですけど、引っ越しとかもですね、引っ越し業者が取れなかったり、いろんな問題もはらむことも多い。料金がすごく高くなってしまいますね。ちょっといろんな不測面考えながら少し検討が必要かなと思います。 
[酒井会長] 今工藤委員からもあったところなんですが、ひとり親とか児童養護施設等退所者というのは、一年通していつが多い少ないとかなかなかないんだとは思うんですけども、特に大学生も世帯に追加したんだとすると、大学生自体の需要の時期と合わない時期に応募してもそれが来ないと思いますから、やはりそのあたりは何か調整があっても良いのかなと思います。 
[工藤委員] １部屋でも。２部屋でも。
[酒井会長] そうですね、対象にする以上は、やった方が良いし、大学生の場合は学務課のボードに貼ればあっという間に入ると思いますので、そこは必ず入る物件として、公社側にも説得していただければと思います。
[事務局] はい、分かりました。ＪＫＫとまた協議を進めていきたいと思っております。
[酒井会長] はい、ありがとうございます。それでは、議事２の③の方、説明をお願いしたいと思います。
[事務局] はい。こちらは報告事項になります。先ほどのセーフティネット住宅の内容に関連しております。住宅セーフティネット法の専用住宅の家賃低廉化補助についてなんですが、国の要綱規定で３年ごとの審査を行いなさいという風に決められております。同一世帯について３年を超えて家賃低廉化を行う場合、居住支援協議会等が３年ごとに当該世帯の継続の必要性の審査を行うこと、という内容です。足立区では令和５年１月から家賃補助を始めています。今回の審査対象に該当する世帯は３世帯です。本人の負担額は表の記載にある月額２万千９百円から３万８千８百円です。ひとり親世帯１世帯、児童養護施設等退所者２世帯です。こちらは左下に入居要件を載せております。（１）から（９）です。この入居要件、本年度の当初に入居条件の継続適用は確認しています。そのことをご報告させていただきます。こちらも審査というものが実は、２３区については多分東京都でもどこもまだやっていない。足立区が、このセーフティネットを一番初めにやっているようなものです。世田谷区さんは民間でもやっているのかちょっと分からないのですが、とにかく私が東京都に聞いても「まだどこもやってない。情報がないです」みたいな説明でしたので、私たちもこれ何をすれば良いんだろうというところではあるのですが、どうやら居住支援協議会に報告をして、その中で皆さんに見ていただいて、特に異論がなければそのまま審査継続とさせていただく、というようなことを聞いています。そういったところでですね、今後の家賃低廉化について報告内容、ご意見などございましたらよろしくお願いします。
[酒井会長] これ実績報告でもあるんですね。
[事務局] そうですね。令和５年の１月、また２月からこういった形で家賃低廉化を行っておりますという実績をですね。現時点でも条件は適用していますから、引き続きの補助を行っていて、今のところだとそれぞれ終了日が令和９年１０月とか、令和１１年３月という風になるとのことになっております。
[酒井会長] 今のご報告受けて、この補助が安いから入居しないとかですね、そういうような状況ではございませんので、先ずは今、現時点での入居要件というもので、いわゆる実績を積んでいっていただいて、その後に検討ということでしょうかね。よろしいですかね。
[事務局] 特に異議なしということでよろしいでしょうか。
[酒井会長] まずはもう少し実績を積んでいただくのと、どうにかこの空きがないような形での制度運用ができると良いなと思います。
[事務局] はい。ありがとうございます。
[酒井会長] それでは次に２の④ですかね。２の④の方をお願いしたいと思います。
[事務局] はい。すいません、報告ばかりで申し訳ないのですが、こちらは国の資料になっております。先ほどお話しさせていただいたのですが、居住サポート住宅、法改正に伴って、この居住サポート住宅というものがいよいよ本格的に１０月から始まります。そちらのご報告になります。前回もご報告いたしましたが、その追加になります。前回は全体的な制度の相互関係、関係部署の連携体制や役割分担といったところを説明させていただきました。今回の資料ですが、基準や運用のイメージなど、そういったところが追加の資料としてできてきております。全体で８ページぐらいですね。
まず資料の右下にページ番号があります。１番、２番は前回もこれと同じように出しているので、割愛させていただいて３ページですかね。入居の対象者のサポートの基本的な考え方ということです。この居住サポート住宅何かというところですが、左側の濃いオレンジ、こちらが居住サポート住宅の中で専用住宅と呼ばれているものです。これは安否確認、見守り、福祉への繋ぎ、この３つの全てを適合したお部屋になっています。右側としては薄いオレンジですかね。居住サポート（非専用住宅）これは住宅確保要配慮者または要援助者、どちらでも良いですよというところで、さっきの３つの条件は適用されないとなっておりますが、個別に必要なサポートですね。左側は本当に見守りがないと厳しいという方。右側はまだまだ元気だけど少しサポートが必要だという方で。基本的には大家さんから入居希望者に提案をして、合意によって行うというものになっております。実は今日午前中、東京都の居住支援協議会がありまして、ウェブで聞いていたんですが、このあたりも少し話が出ました。どのような方が対象かという質問が出ましたが、その対象は個別のケースに解析、みたいなことをおっしゃって、決まっていないと、その都度ケースごとに考えるんだとおっしゃっています。
次のページです。４ページですね。この専用住宅の運用イメージになっております。今でもセーフティネット住宅をやっていますけども、何が違うのかななんて思いながらですが、間違いなく違うところとしてはこの運用の中で書いてあるんですけども、必ず１戸、この専用住宅を定義しなければいけない、つけなければ、次もページなんですが、絶対設けなきゃならないということになっています。その中でもこの居住サポート住宅はいわゆる共同住宅、１０戸あって２戸にしますよと言ったら、それは例えば１０１号室を１０２号室に、３０１号室にしても、要は部屋を変えることは全然問題ないということになっています。ただ、専用住宅に要援助者以外の方が入居することはだめ、という風になっております。
次のページ５ページですね。先ほどの概要ですが、専用住宅は１戸以上設けることになっております。上から３つ目ですね。これ必須条件です。またその他、左下のオレンジ色の基準としては、１日に１回以上安否確認、これは機器や機械や訪問等で行うこと。また１か月に１回以上は状況把握をする。住宅の基準としては、セーフティネット住宅は２５平米以上だったのですが、居住サポート住宅に関しては新築が２５平米なんですね。既存が１８平米。だいたい街中のワンルームだと１８平米ぐらい、狭い部屋と最初からあるので、そのあたりかなあと思ってます。それらは記載の通りですかね。
その下、次のページです。６ページと７ページになりますが、これが申請のイメージや運用モデルになっております。居住支援法人が見守りを行うソフトなサポートだけの場合もあれば、大家さんからのマスターリースですね、真ん中に書いてあります、マスターリースの賃貸借契約なども含めて、７ページの方にも書いてありますが、モデル例として、多岐にわたる運用の方法が規定として挙げられております。ここには細かく載っていないのですが、この居住サポートを行う上での住宅改修の補助金だったりとかも国や東京都、これから手厚く、今もやっていますけど、そういったところも打ち出していくのかなと思います。こういった国の資料が出てきました。
足立区としても１０月１日施行に向けてですね、今、まるごとさんを中心とした福祉部の方々と住宅課が横連携をしながらですね、居住サポート住宅認定を行う上では計画が必要になります。ただ住宅を認定するだけではなくて、その住宅を認定する上で、入居者にどういう計画を立てて入居させるのか、福祉との繋ぎはどうするのか、１ページ目、２ページ目になるんですが、どういうものが計画として必要ですか、みたいなところをちゃんと立案しないと、なかなかこの認定住宅の認定はできないという風になっておりますので、例えば高齢者だったら高齢福祉課、ひとり親だったら親子支援課、障がいだったら衛生部というふうに、各所管のカテゴリーと連携をしながら、居住サポート住宅の運用をこれからしていきたいと考えております。国からの資料説明は以上です。
[酒井会長] 特別に区の方からのプラス説明ありますか。
[事務局] 今のところですね。区の方でインセンティブみたいなところでは今のところなくてですね。１０月１日施行に向けて、区の中でも色々調整を行ってはいるんですが。実例がこれから出てきたところで、みんなで一度ケーススタディしなきゃね、みたいな話をしているんですけど、なかなかまだこの実情が出てないので難しいかと思います。
[酒井会長] はい。それでは皆様のご意見を。これはちょっとありそうだと思うんですけど。この制度を動かすためには、いわゆる大家さんの協力がなくてはいけないと思うんですけど、居住サポート住宅の認定を受けるには、発意がなくてはいけないですよね。事業者の発意はどういう風に確保していくのですか。
[事務局] はい、そうですね。会長おっしゃる通り、大家さんに協力していただかないと、なかなか部屋を借りるというところまでは、お部屋さがしサポートもそうなんですけども、その大家さんの協力というところが当然大事になってくるのかなと思ってまして。今居住支援法人さん、白寿会さんですかね、1社ありますけども、いろんな管理会社さん、あと不動産会社さん、大家さんも含めて、色々その連携を取っていただいているという風に聞いておりますので、やはり居住支援法人さん頼りになってしまう部分はありますけれども、法人さんにお願いしつつも、区として何ができるのかというところはあるんですが。
[酒井会長] ルービックキューブみたいなのが出てですね。その黒いところは専用住宅としてもう確保しておかなくちゃいけないという形になってますので、入居中は良いけども、空けて次の方が決まるまでの間の家賃はどうなのかというのがありますが、それはどうなるのでしょうか。
[事務局] 一番、大家さんが貸して、言い方変ですけど、被害を被らないというか、それが一番可能なのはサブリースかなと思っております。法人さんがサブリースをすることによって大家さんの損失が少なくなる。
[酒井会長] サブリースの差益を出している方にしてみると、入居していないとお金入ってこないんですけども、そこがよく分からない。
[事務局] そうですね。サブリースをしても、法人さんとしてはやはりお金が、入居しないとお金が入ってこないというところになってくるので。今度それをやる法人さんとしてのメリットがあまりないという部分ではあるのかなと思ってます。 
[酒井会長] このサポート住宅のポイントは、実は２ページの四角のこのオレンジ色で塗った枠の、４行目の一番下の※のところだと思うんですけど、入居者にとってメリットは、通常の市場家賃も家賃を減額した大家に対して、補助というのがあるわけで、これがあったら、これは非常に需要は出てくると思うんですけど。これは今現時点では考えてない。 
[事務局] はい、現時点では。
[伊東委員] なかなかハードル高いと思いますね。
[酒井会長] そうですね。この段階、１０月から始まるのであれば、この段階で事業者様方とも連携取って、全ての不動産事業者さんに打診して、サポート住宅に応募される方を確保してかないと難しいですね。需要も分からないですけど。
[事務局]そのあたり大家さんとのパイプって言うんですかね。鮎川支部長、いかがでしょうか。
[鮎川委員]全日本不動産協会の鮎川です。今、須藤係長から振られたんで、やはり先ほどやっぱり事業化としてサブリースという話は出ましたけど、サブリースの会社と言いますと、もう年齢的にも６０歳以下とか、そういった方を前提にやっぱりサブリースでは儲けないと意味ないんで、やっぱりだから空き家を想定した場合踏まえて賃料を下げてくるんですけど、今の大家さんなんか、もしサブリースがなければ２戸空かして、じゃあ補助は出るという形で、何件か協力してくれた方はいらっしゃったんです。実際そこに年寄りの方入れたら、孤独死されちゃって、それからもうすぐ撤退されちゃって、それからもう二度と貸さないという。普通のお部屋さがしのサポートもそうなんですけど、そういう孤独死の云々の解決策が出てこないと、この先ほどのこの取り組みについてもちょっと問題がどうしても出てくるのかな。サブリースの会社もお願いしてみたんですけど、やはりそこで引き受けてくれないと。
[酒井会長] 孤独死が出て事故物件までいかないにしても、やはり重要事項説明で、明らかにしないといけないですから、ハードル高いですよね。 
[鮎川委員] そこが一番高いですね。逆に、年々古いアパートが潰されて、新しい都心部のマンション業者さんがどんどん造っていってるんで、このお部屋さがしサポートもそうですけど、古い物件がどんどん少なくなってるんで、毎年本当に厳しくなって成約率が私は少なくなっていくんじゃないかなと思ってたんですけど、ここんとこまとめていらっしゃっていただいてるので、皆さんの協力あってやっているのかなと思っておりますけど。
[酒井会長]これは今、国土交通省と厚生労働省の共管と書いてあるのですけども、もう少し国の方で詰めていただかないと、実際に動かすのは難しそうな感じです。 
[事務局] そうなんですね。なかなかこれ自身説明がやっと最近こういうのが細かく出てきたってところもあったんですけども。
[白川副会長] 日本大学の白川です。これは法改正の前段階で外部有識者の検討会があったんですね。その報告書の中で書かれています。結局、類似の事業をすでにやっている方が委員でいらしてのことなんですが、サブリースモデルでやっていますと。賃貸に関して言うと、やはり何で貸してもらえるのかという話になると、実績をその地域でかなり積み上げて来られたというのがあるので貸してもらえたみたいなところがあります。この人なら大丈夫だろうというところで、最終的にはそうなっちゃうと思うんですけど。全国何箇所かそういうサブリースモデルがあるみたいなんですが。さっきの話も出ましたけど、私個人もそうなんですけど、ストライクゾーンがよく分からないんですよね。どういう対象者が入居するのが標準的なイメージの住宅なのかというのがよく分からない。１日１回以上とか、月１回以上って、これは最低基準なんだろうなと思うんですが、頑張ろうと思えばいくらでも手厚くしようと思えばできます。それは事業者の意思としてはできるわけじゃないですか。利用料をどうするかとか、財源的な問題もあります。すでに似たような事業をやっておられるところでは、ほとんどその、こういう言い方あれですけども、手がかからない入居者の方もいらっしゃれば、逆にかなり頻繁にサポートに入らなきゃいけない方もいらっしゃる。その中で全体のバランスの中でお金を回してられると思うんですが。そういう意味から言うと、ちょっとやっぱり私個人としても分からない部分はまだまだあるなということで。あとはやっぱり効率的に事業をやらなきゃいけないということになってきますと、ルービックキューブみたいにうまく１棟の中で部屋があれば良いですけど、一応１戸ずつでも確か良いという話だったと思うんですね。そうすると離れたところに例えば５戸ありますとかになると、訪問して様子見たりとか何かあった時駆けつけたりっていうのとかすごく非効率的なので、それはそれでまた人雇うにしてもお金もかかってきますし。だから非常にうまくやれるところと、そうじゃなかったらちょっと手を出せないところとの差がかなり大きく出てくる事業じゃないかなという風には思います。すみません。私もちょっとうまく説明できません。以上です。
[酒井会長] ありがとうございます。他いかがですか。
[小川委員] 介護事業者協議会の小川です。資料８の３ページの左側の専用住宅のサポート、安否確認、見守り、福祉サービスと書いてあります。安否確認１日１回以上やるよというと先ほど出ていた孤独死の対応にはなるのかなと一つですが、足立区でいくと居住支援法人は白寿会に続いてヒルマンエステートさんがなったと。安否確認、見守りってこれ書いてありますけど、見守りって今白川委員がおっしゃっていたように、どこまでやるのっていうのはそこの事業者の判断というか、度量というか、それによって大きく変わってくるのかなと。例えばこの比較が正しいか分からないですけど、白寿会さんが仮にやりますよって言った時に、見守りっていうと、この人の身体状況、ＡＤＬがどう変わってきているねとかという見方をするかもしれないですけど、極端に言うとヒルマンエステートさん、不動産の仲介業者さんっていうことであれば、同じように見守りはするけれども、介護高齢者とか障害者の方の見守りに絞った時に、どういう観点で見守りするのかなっていうのは差がちょっと出てきちゃうのかなというのと、それから要援助者というのを想定、どこまでの人を想定しているのかってちょっとイメージ湧かないですが、見守りがこんなに必要、安否確認１日に１回以上必要よっていうと、ひょっとするとかなり要介護に近い状態の方なのかなとすると、このサポート、どこまでサポートするかというと、ほぼその外部の事業者、介護事業サービスを利用されているとすると、外部のサービス事業でここのサポートってある程度確保できてきちゃうのかなって。
というのがまず一つと、それからじゃあお部屋貸す人の立場になった時にどうすんだって、なかなかちょっと今のお話でいくと貸しますよっていう人なかなか出てこないのかなと思って聞いていましたが、先ほどの資料３の３の中で、寄り添い紹介の内容７件の中に１番の高齢兄妹世帯でサ高住（サービス付き高齢者向け住宅）に入られたという方がいらっしゃいますけど、今、サ高住の状況がちょっと分からないんですが、足立区のサ高住の中で空室が割と結構あるのと、人員配置基準の関係とかで使ってないのよというお部屋がかなりあるのだとすると、サ高住やられている事業者さんの協力を仰ぎながらやると、一般の、俗に大家さんにお願いするよりも、サ高住をやっている事業所に協力をしてもらった方が、サ高住やっているぐらいですから介護の観点での見守りもできるでしょうし、話としてはやりやすいのかなと思います。ただ、要介護認定を受けてない人をサ高住で預かりますよって言ってくれるかどうかはその事業所にもよるのだと思いますけど、状況によってはサ高住の活用というのが一つ考えられるのかなという風にお話を聞いて思いました。ちょっと印象になってしまいましたが、以上です。
[酒井会長] 非常に実務的なご意見等がいただけたので、区の方でもそういった点をこの新たな制度の構築材料に使っていただきたいと思います。
[事務局] はい。サ高住の件は早速。
[酒井会長]やはり要配慮者から要援助者に移行してしまったり、様々するので、やはり福祉との連携がしっかりしていないと難しいのかと。はい。それでは、次にですね、本日のかなり重要な部分なんですが、居住支援協議会の作業部会についての部分のご報告をお願いしたいと思います。
[事務局] はい、事務局です。それでは議事２の⑤ですかね。資料９、作業部会の準備会開催についてです。こちらご説明したいと思います。１枚目、こちら会議のまとめになっております。２枚目以降は配布した資料です。
この作業部会準備会と題しまして、居住支援協議会のぶら下がり会議という形で、実施開催いたしました。当日、白川委員が作業部会の会長をお引き受けいただきまして、ありがとうございました。会議の目的や意識共有の必要性など、そういった観点からご説明をいただいております。また写真のようにですね、車座で机をなくして雰囲気を作ってです。現場の担当者同士で本当に忌憚のない意見交換、もう顔の近い距離で皆さん話し合いましょうということで開催しました。２時間ぐらい予定していたのですが、３時間近い、２時間強ほど、いろんな話が出まして、会議としては非常に充実していたのかなと思います。２枚目、３枚目、名簿にございます不動産協会、保証会社、居住支援法人など外部団体からの様々な意見や要望なども挙げられております。作業部会、こちら本音を言える場所としてですね、議事録は非公開、特に取りませんということで開始しております。とはいえ、やはり何かご報告をしないというところがありますので、本日はですね、名前を伏せてオブラートに包みながらもご紹介させていただければなと思っています。
まず、いろんな意見があったんですが、一つ目、入居中の支援を得意としている団体なのに、そもそも入居する部屋が見つからないと困っているという話になりました。あとは、相談者が条件にこだわりすぎている。物件がそんなにないのに、こだわっていては尚更難しいでしょう、ということをおっしゃってました。あとはですね、要配慮者が入居した時に、大家さんが損をしないような解決策を作成する必要性があるのではないかということもおっしゃってました。続いて、行政職員の任務と、その一人当たりの業務量のバランスがあまりにも悪すぎると、職員が疲弊しているのは外部の団体から見ても分かると。本来業務以外をやっている現実があるので、このまま続くと、もっとこの福祉的な支援というのは難しくなってくるんじゃないかという意見が出ました。
今回この作業部会開催をして事務局として感じたことなんですが、この３箇所の居住支援に対する意識というところが、実は温度差が様々です。このレベル感というか、視点みたいなところがすごく様々かなと感じました。そういったところで、まず皆さんが共有が必要なのかなというところと、次回この作業部会、来年度本格的に始動しますが、居住支援について何をしているのか、何ができるのか、感じている課題、この３つを持ち寄って、まずは話し合いをさせていただければなと思っています。区の方から「参加してください」という依頼をするのではなく、作業部会を開催する。参加、不参加の意思の方をまず聞いてから、選択をしていただき、参加の意思のある方のみに来ていただくのはどうかというふうに考えております。また、作業部会の前に、庁内の担当者間の事前打ち合わせ、こういったものも必要なのではないかなと思っております。まず区がどういう風に考えているのかというところを共有した上で臨むべきだなと思っております。
４枚目以降の資料、居住支援協議会作業部会開催にあたって、という資料。こちらは当日、白川委員が作成していただいてご説明いただきました。ありがとうございました。資料の内容、当日の様子や感想などを含めて白川委員から何かございますでしょうか。
[白川副会長] 日本大学の白川です。なかなか初回の会議になると口が重い方が多くなる傾向にあるので、添付のような資料を作って、あまり堅苦しくないように、言いたいことをちゃんと言っていかないとだめだし、誰が責任持って議論をリードするというんじゃなくて、みんなでやっていかないとだめだよねという話をしました。思ったよりもいろんなそれぞれの立場から率直な意見をいただけたのかなという気がしております。その中で、ハードルの高さ、色々ありますので、当然できることできないことは出てくると思いますが、やっぱりまずはこういう形で、実際に業務に携わっている方から問題提起してもらってやらないと、我々が知らないうちにどこか目詰まりを起こして、なんかうまくいかなくなってるね最近みたいなことにならないように、ちゃんと現場の意見を相談、現場の意見を協議会の方に救い上げられるような形が取れればなと考えています。議事の進め方については、また事務局の方ともよく相談をしたいと思います。そんな感じです。
[酒井会長] はい、ありがとうございます。ではこの点についてご意見ございましたら。今回準備会が開催されて、立ち上がったというところで、これからですね、居住支援協議会の方でこういうものを議論していくべきだというものを吸い上げていっていただくという作業部会ということですので、そういった意味では今後いつ開催とかっていうのも、これはもう作業部会の方で決めていくことですが、反映されていくのを期待しつつ、この協議会においては報告を受けたという風にしたいと思います。今も結構車座になってます。やはりこういう機会が作業準備会を経て非常に重要なんだなと思います。匿名でしたけど意見が出て、活かされていくかと思います。
はい、それでは今日のもう一つのですね、現在のお部屋探しサポートについての報告としては今日最後の議題になりますけども、⑥の生活保護受給者のお部屋サポートについてという部分を資料１０でお願いしたいと思います。
[事務局] はい、事務局です。議事２－６、資料１０になります。前回の協議会で出ました、生活保護受給者のいわゆる見守り機器についてはどうなんだという意見がございました。その内容についてですね、生活支援推進課から説明をさせていただきます。では、小林係長よろしくお願いします。
[小林係長] 生活支援推進課の小林です。よろしくお願いします。資料１０の生活保護受給者のお部屋探しサポート事業の変更点についてをご覧ください。
先ほどお話にもありました通り、今年の３月の居住支援協議会の方で、見守り機器の話、ご意見がございまして、それで事業の方、見直しました。これは、生活保護受給者のお部屋さがしサポート事業ということですが、住宅課で行っているあだちお部屋さがしサポート事業の一部と言いますか、その生活保護受給者の方の部分になっておりまして、手順などを定めているものになっております。こちらにつきまして、今年の６月９日付で手順の一部を見直しさせていただきましたので報告いたします。
まず１番変更点なのですが、見守り機器の設置にかかる手順の見直しということで、生活保護受給者の方がお部屋さがしサポート事業を利用された時にですね、見守り機器の方、単身高齢者の方であるとかするんですけれども、その際の設置の手順を以下のようにさせていただきました。まず、既存の事業であります足立区高齢者緊急通報システム事業ということで、高齢者のみの世帯、あるいは単身高齢者世帯で、身体的な慢性疾患がある方につきまして、常時注意を要する方につきましては、こちらの事業を活用するということで、転居後７日以内に、原則本人の方からですね、お近くの地域包括支援センターの方に申請をしていただくというというような形で手順を定めました。また、こちらの緊急通報システム事業は、常時注意を要する状態にある方に限られますので、ない方につきましては次のイの部分なのですが、足立区単身高齢者見守りサービス事業ということで、こちらはあだちお部屋さがしサポート事業を利用された方が利用する場合の事業になっているんですけれども、単身高齢者で特段の縛りはありませんので、こちらは成約時のタイミングで手続きをするような形で考えております。フローは下の四角の中にある通りなのですが、転居が決まった段階で、疾患の有無であるとか世帯の構成とかによりまして、緊急通報システムを使うか、単身高齢者の見守りサービスを使うかということで分かれていくような形になっております。また、ご本人様がなかなか高齢の場合ですと手続きができなかったりする場合がありますので、それにつきましては担当しておりますケースワーカーの方で、代行申請を行うなど、必要な支援というものを行って、確実な設置というのができるようしていきたいと考えております。
裏面に行きまして、福祉事務所内の手順の見直しというところなのですが、こちら内部的にですね、ちょっと事務負担が大きいところがございましたので、打ち合わせの回数を減らしたりとかですね、オンラインでの打ち合わせにするなど、手順の方の簡素化を図っております。こちらの説明は以上になります。 
[酒井会長] はい、ありがとうございます。この、生活保護受給者に、対象者が増えて広がるという点での、特に通報システムの見守りサービスの運用の仕方、機器設置という点での手順を明確にしたということになります。よろしいですかね。はい。
[白川副会長] 日本大学の白川です。確認なんですけども、これは、生活保護世帯ということなんですが、費用的な負担はどのようになっているんでしょうか。
[小林係長] どちらもですね、区の事業としまして、区の方で直接事業者さんに支払うような形になっておりまして、元々生活保護に限らず、ご本人様の費用負担がない状態ですので、生活保護の制度としましても、収入認定等の取り扱いはございませんので、特段問題なく利用できると考えております。
[白川副会長] はい、ありがとうございます。
[酒井会長] はい。それではですね、今日の一つメインイベントと思っておりますけれども、やはり居住支援を考えた時に、ＵＲ賃貸というのを語らずしては、語っちゃいけないという風に私思っておりますので、そういった意味で今日のこの資料１１、独立行政法人のご紹介というものがございます。これについてまず事務局の方から議事を進めていただきたいと思います。
[事務局] はい、事務局です。議事２の７、資料１１になります。独立行政法人都市再生機構、ＵＲ都市機構さんの事業説明になります。長くお待たせいたしました。本日から委員となられました寺島委員よりご説明をいただきます。よろしくお願いします。
[寺島委員] ＵＲ都市機構の寺島と申します。改めてよろしくお願いします。本日はお忙しいところこのような機会をいただきましてありがとうございます。資料に沿って、ＵＲ都市機構、独立行政法人都市再生機構の紹介をさせていただきます。
１ページおめくりください。ＵＲ都市機構と言っておりますけども、正式名称は独立行政法人都市再生機構ということになっておりまして、国の政策の実施機関ということになっております。沿革ですが、１９５５年、昭和３０年の７月に日本住宅公団が設立されまして、こちらに記載の通り様々な組織改変を行いまして、平成１６年、２００４年の７月に今の独立行政法人都市再生機構になったというような形になってございます。下に横に年表のようなものがついておりますけども、細かくは説明いたしませんけれども、一応国の政策実施機関であることはずっと変わらずですので、それぞれの社会情勢とか、そういったものに応じて様々な政策を実施してきたということになっております。今一番関連する、いわゆる足立区内ですと花畑団地があるかと思いますけども、かつては住宅の大量供給とかですね、住宅不足の時代に供給してきたのは、今はまた別の形で政策に活かしながら存続しているという形になっております。
せっかくの機会ですので、賃貸住宅のことだけではなくて、ＵＲこんなこともやってますということで、２ページの方をご覧いただければと思います。大きく３つの事業をやっておりまして、一つが当然賃貸住宅ということで真ん中に書かせていただいておりますけども、この上にある都市再生というのがですね、政策的意義の高い都市再生等の推進と書いてありますけども、右の方にいろんな事例書いてありますけども、こちらも国の都市再生基本方針とか、そういったものに則って、政策として実行しているといった内容になっております。一番下の災害対応支援というところもですね、国土強靭化基本計画とかそういったことに鑑みまして、復興支援の地方公共団体が行う災害発生時の復旧とか復興支援を行ってきているという内容になっております。一番肝心のＵＲ賃貸住宅ですが、こちらも住生活基本計画の全国計画なんかにもＵＲの名前が出ておりますけども、ＵＲ賃貸住宅の今まで建築してきたストックをいろいろな活用をしてですね、ＵＲ賃貸住宅を活用した、ミクストコミュニティの形成ですとか、ストックの活用再生による良質な住まいとまちづくりを進めているといった内容になっております。ＵＲ賃貸住宅につきまして、もう少し詳しくご説明いただければと思いますので、１ページおめくりください。
３ページになります。ＵＲ賃貸住宅の分布と書いてありますけども、全国で１千４０８団地、６９万４千９４０戸ということで、約７０万戸のストックを抱えているということになっております。そのうちの首都圏が３９万８千５５３戸ということで、全体の５８％が首都圏に存在しているという形になります。さらにそれを分解しまして、東京２３区内にはどうなっているかというと、２１３団地で９万６千４３５戸ということになっております。周りの円グラフあります通り、足立区が位置している住宅の戸数としましては１万２千５９戸ということで、ちょっと記載はしていないですけども、団地としては２０団地ございまして、大きなものですと花畑ですね、あと竹の塚といったような団地が足立区に存在しているＵＲ賃貸住宅という形になってございます。
もう１ページ、４ページに移りまして、ＵＲ賃貸住宅の特徴になります。まず一つが住宅セーフティネットへの貢献という風に書かせていただいておりますけども、こちらのＵＲ賃貸住宅はですね、世帯の属性により入居を拒まない。世帯の属性というのは高齢者世帯であるとか、障害者の方がいらっしゃる世帯とか、子育て世帯と、いわゆる住宅確保要配慮者と言われている方についても入居を拒むことはないですよという形になっておりまして、民間賃貸住宅で入居困難な住宅確保要配慮者を受け入れております。ただ１つですね、独立行政法人ということで、区と公共団体がやっているところとは違うのが、収入の要件というのがございまして、概ね家賃の４倍の収入がないと入れないという形になっております。その代わり、礼金とか仲介手数料、更新料、保証人も不要となっております。参考までに申し上げますと、生活保護世帯、生活保護を受けていらっしゃる方が入居を希望された場合にはですね、住宅扶助限度額内のお部屋であれば入居することが可能で、そういった方からの申し込みがあった場合には、区さんとかの方に連絡を入れさせていただいて、こういった方が入居希望されてるんですけどというお問い合わせもさせていただいているかと思います。その下に地方公共団体との連携ということですけども、地域の事情を踏まえた住宅セーフティネットの役割を充実させるため、地方公共団体との地域に向けた関係者との連携を一層強化します。具体的な取り組み内容としましては、市区町村における居住支援協議会への加入ということで、本日もありがとうございます。あと、足立区ではないのですが、家賃補助付きのセーフティネット専用住宅の供給ということで、私が管理しているところですと、北区で昨年募集した実績がございます。あと、白寿会さんとさせていただいているＵＲ賃貸住宅を活用した自立支援スキームがサブリースする形でやらせていただいているものがあります。
もう１ページめくっていただきまして、ＵＲ賃貸住宅にその他どういった政策的な実施をしているかということのご紹介になります。大きく項目として地域医療福祉拠点化と生活支援アドバイザーと健康寿命サポート住宅の供給、この３点を本日ご紹介させていただくんですけども、地域医療福祉拠点化の具体的なイメージは後ほど下の６ページの方で花畑団地の方でご紹介させていただきますけども、一応この地域関係者と連携協力して豊かな屋外空間を備え、多くの方々が住まう団地を地域の資源としてですね、活用させていただいて地域に必要な住宅施設サービスの整備を推進する。そういったことで、団地を含む世帯、地域一体で多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まいとまち、ミクストコミュニティの実現を目指すことを掲げております。足立区内ですと花畑の他にも大谷田一丁目と東綾瀬なんかをこの地域医療福祉拠点化の取り組みを実施しているといった形になっております。その横にあります生活支援アドバイザーのところを書かせていただいておりますけども、こちらは団地にですね、日頃のお困り事の受付をする管理サービス事務所というのがあるんですけども、こちらにですね、全ての団地ではないんですけども、この地域医療福祉拠点化の取り組みをやっているような団地にですね、高齢者の見守りとか生活相談、交流促進を行うとともに、日頃から高齢者と地域関係者をつなぐ役割をになっている生活支援アドバイザーというものを配置しております。足立区さんの中ではですね、先ほどご紹介した地域医療福祉拠点化の３団地全てに配置をしているといった形になっております。最後ちょっと住宅のハードの方になるんですけども、健康寿命サポート住宅の供給ということで、段差が分かりやすい色彩に。写真で見ますと、玄関のところ、色彩を入れて高齢者の方がつまずかないようにとかですね、そういった配慮をしていたりですとか、住戸内に手すりを設置したりですとか、浴室内のヒーターを設置して、ヒートショックなんかが無いようなことに配慮している住宅を供給しているという形になっております。足立区内ですと５団地１７５戸供給しているという形になってます。
もう１ページです。６ページです。足立区におけるコミュニティ形成の取り組みの事例ということで書かせていただいておりますけど、こちらちょっと地域医療福祉拠点化と言いましても、イメージが湧きづらいと思いましてご紹介させていただきます。こちら地域医療福祉拠点化をするにあたってですね、下にあるような図のようなことをやっているんですけども、そもそもちょっと拠点化する時にどういった課題が地域にあるのかというのを現場にヒアリングしたところですね、地域の繋がりがちょっと希薄であるとかですね、若い世代との交流が少ないですとか、最近ですと災害の激甚化とかしていて災害への対応とかですね、災害に対する不安が高まっているといったようなことが浮かび上がってきたということでした。そういった中でですね、こちら記載させていただきましたが、地域の活動や助け合いを気軽に行える関係を作ることを目的としてですね、花畑支え合いプロジェクトというのを令和４年度に立ち上げました。地域住民の方ですとか大学生、あと周辺事業者等と協力、グループワークなんかをやってですね、令和５年７月に地区防災計画を策定して足立区へ提出させていただきました。この防災計画を作ることも当然目的なんですが、こういったことを通じてですね、交流のきっかけ作り、コミュニティの活性化のきっかけ作りという面もありましてやっているというかたちになっています。令和５年７月にこの地区防災計画を足立区さんに提出させていただいたんですが、この防災計画というのは作成しただけではちょっと終わってはいけないと、日常の繋がりがあるからこそ共助、何かあった時に共助ができるというようなご意見が参加者の方からありまして、令和５年１２月ですね、その提出から５か月後にですね、災害時に備える取組とかですね、平時からの繋がり作りをするということで協議会を立ち上げた形になっております。
もう１ページめくっていただきますと、これは本来ですね、花畑団地にある自治会の事務所にこういった、こちらの参考と書いてある上下のもう１ページのところをＡ３で印刷して３つ折りにして冊子にしたようなものをパンフレットとして配布しているものなのですが、花畑ではこういった支え合いプロジェクトというのをやっていて、災害時に備える取り組みとか平時からの繋がり作りでこう緩やかなコミュニティ形成をしていますよというようなことを皆さんに知っていただくために作ったものでして、上のページの、花畑支え合いプロジェクト協議会構成員の後援として足立区さんに入っていただいているという形になっています。こういったような形でですね、地域に密着して、希望する方が住み続けられるような地域作りということを地域医療福祉拠点化として実施しているという形になります。色々な話が多岐にわたっておりますけども、ＵＲ都市機構のご紹介につきましては以上となります。お時間いただきましてありがとうございました。
[酒井会長] ありがとうございました。非常に分かりやすくご説明いただいて、尚且つ花畑という地区で、子供の防災も含めて入ってある意味リードしていただいていることも知りました。ありがとうございます。この機会にご質問等ある方いらっしゃったら、ぜひお願いします。
[鮎川委員] すいません。全日本不動産協会の鮎川です。先ほど工藤委員からもＪＫＫの時にありましたけど、ＵＲの募集期間、時期、決定時期、そういったのはどのような形であるんでしょう。
[寺島委員] ＵＲ賃貸住宅は基本的に先着順受付になっておりまして、退去してから、次の方が入るのに必要な工事が終わり次第、新規の入居者を募集すると。
[鮎川委員] 足立区の物件も随時ってかたちで。
[寺島委員] あ、そうです。はい。基本的にはそのような感じです。新築の住宅がある場合ですとか、一部補助金が入っていたりするところで抽選をしたりするということがありますけども、基本的には先着順で。 
[鮎川委員] 募集期間は何か、何かで知らせられる。ＵＲの公団の看板で募集しているのは見たことありますけど。
[寺島委員] はい。基本的には３６５日募集をしているので、その都度今現在の空き部屋を確認していただいて、空き部屋があれば、希望と合えば契約に進んでいただく。
[鮎川委員] 合わせてちょっと住宅課の方にお聞きしたいんですが、先ほどのＪＫＫと、ＵＲ、あと区の区営住宅もあると思うんですけど、そういったものの募集時期が逆に区はどんな風になってるのか。お聞きしたいのは、以前私もお部屋さがしサポートに出た時に、どうしても我々は仲介業者なので手数料なしってわけでいかないものですから、こういうＵＲさんとか区とか、そちらの方が手数料なしということなので、どうしても二股かけて、こちらが決まらなかったら我々のところに来るという形で、結構時間を伸ばされたりすることもあったものですから。今回、お部屋さがしサポートに我々の協会２団体出てますけど、その中で、相談者がどうしても結論出さない理由の中には、そういう募集期間に当てはまっていると、結果が出るまではちょっと出てこないという、そういうのもあったんで、その辺りのちょっと時間都合が分かればまた教えていただければと思います。
[事務局] 委員からご質問ありました区営住宅とか都営住宅の募集時期は、実際には年に、地元割り当てというのとですと、区営住宅と都営住宅の地元割り当てですと、定期募集は年４回。後ほどお渡ししますけれど、都営住宅も定期募集は年４回と、それ以外に毎月募集と、家族向けが多いのですが随時募集ということがありますので。紙がありますので後でお渡しをさせていただきます。
[工藤委員] すいません。ＪＫＫは。
[事務局] ＪＫＫに関しましては、通常の入居はＵＲさんと一緒でもう３６５日２４時間やっているという風に聞いております。ただセーフティネットに関しましては、これはまた国の制度でややこしいんですけど、公募をしなきゃいけないという規定がございます。皆さんにパブリックに開ける期間を置いて、公募上で応募を受け付けて、審査をするという流れがあるので、やはり期間が決まっております。応募する期間。昨年度と今年度は６月の１か月間をやらせていただいております。その中でどうしても区営住宅とかとの募集は重複するところはあるんですが、できるだけ重複しないような日程設定も考えながら今に至るという経緯がございます。
[酒井会長] はい。他いかがでしょうかね。
[工藤委員] ２点質問です。実は、竹の塚なんか外国人が非常に増えているんですけど、特に外国人枠とかはなくて、家賃の４倍以上の収入がある人が入っているということでよろしいですか。
[寺島委員] はい、そのようになっています。これは調べているわけではないんですけども、やはり外国人の方が民間の住宅に入りづらいということもありまして、今住んでいる外国人の方が、東京の方にＵＲだったら入れるというようなことを紹介して口コミで入ってくる方が多いということも聞いております。
[工藤委員] それなりの収入がある方。
[寺島委員] そうです。
[工藤委員] ということですよね、皆さんね。はい、分かりました。あと１点は花畑の方ですね。地元の取組で文教大学との取組もやられていると思うんですけど、今は文教大学とはどういうような繋がりになっているんでしょうか。
[寺島委員] 花畑支え合いプロジェクトの後援に一応文教大学も入っていただいていますので、今も活動はしていると思うんですけど、ちょっとすいません。正確なところの情報が。
[工藤委員] 私どもも後援に入ってますので、もう少しこう連携できると良いかなと考えてますので、逆にＵＲさんからこういったことがと言っていただければ、ご協力できるものはしたいと思いますので、よろしくお願いします。
[寺島委員] はい。ありがとうございます。
[伊東委員] ミクストコミュニティを進めていくという確認書をＵＲと交わしていただいたと思います。最初が平成３０年３月で、実は私窓口でした。で、一回花畑は更新をして、東綾瀬の方も確か去年、一昨年に確か締結したと思うんですけども。今ここにある通りです。その後の動きというのが分かりづらい部分もあるのですが、東綾瀬の方が次どうなっているのかということと、東綾瀬の次の、別のエリアで同じようなこの確認書を結んでいくような動きが今ＵＲにあるのかどうか、その点分かれば教えていただきたい。
[寺島委員] 次の動きがどうなっているかというところ、ちょっと私の方では分かりかねるのですが、状況につきまして一度確認させていただいていただければと思います。
[伊東委員] はい、分かりました。
[酒井会長] はい。よろしいでしょうかね。丁寧なご報告ありがとうございました。非常に頼りになるＵＲ賃貸さんですので、今後ともよろしくお願い致します。はい。それでは、議事の２の８に入っていきたいと思います。
[事務局] はい、事務局です。時間も限られてますので、少し駆け足でやります。議事２の８になりますが、特に資料はございません。住生活基本計画策定に伴う住宅政策審議会のご報告となります。前回の協議会で開催のご案内させていただきましたが、６月１０日に第１回目の開催をいたしました。当日、住生活基本計画の改定目的、今までの経緯などのご説明をさせていただき、また国の審議会の会長でもございます東京大学の大月教授を会長として１７名の方に委員委嘱を行いました。現在区民公募を行っておりまして、８月で締め切ったんですが、１１名の区民から応募をいただいております。定員３名ということで、これから選考委員会を開いてですね、選考していき、１０月２８日に第２回目の開催を目指しております。その際、居住支援に関する課題、計画などを検討していきますので、本協議会にも議事として報告をさせていただきます。以上、議事２の１から８の説明は終了です。
[酒井会長] はい、ありがとうございます。本日の議事はこれで以上となります。これまでで何かご意見、ご質問等があれば最後にお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、よろしいですかね。はい。それでは、これで議事を終了といたしまして、今後の進行を事務局にお戻ししたいと思います。お願いします。
[事務局] はい。会長、議事進行ありがとうございました。続きまして、事務連絡を事務局からさせていただきます。
[事務局] はい、事務局です。資料１２です。前回の法改正に伴ってですね、居住体制の強化というところにご案内させていただきました。こちらは要綱改正の報告です。第２条の所掌事項ですね、記載を改定いたしました。ご報告させていただきます。１枚目は要綱の改正したもので、資料でないので、４枚目以降、赤字で新旧対照になっていますので、そちらをご覧いただければ分かりやすいのかなと思っております。この法改正に伴って、第２条の（１）から（４）を（１）から（８）まで増やしております。その他はちょっと言い方というか表記を変えた内容になっております。まさにこれが作業部会の開催ということになっておりますので、要綱に改定させていただきます。以上です。
[事務局] はい。以上で本日の協議会は終了となります。本日はお忙しいところ皆様ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。次回の足立区居住支援協議会ですが、令和８年３月頃の開催を予定しております。改めて日程調整をご案内させていただきますのでよろしくお願いします。また、区から謝礼をお支払いする委員の方で書類がまだお手元にある方は、お帰りの際に事務局にご提出ください。最後に、お車でお越しの方がいらっしゃいましたら、駐車券をご用意しておりますのでお申し出ください。それでは、これにて第１１回足立区居住支援協議会を終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。
